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二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
一
一
月
二
日
か
ら
一
二
月
一
日
ま
で
、
宮
崎
県
日
南

市
飫
肥
に
あ
る
小
村
寿
太
郎
記
念
館
（
以
下
、小
村
記
念
館
と
す
る
）
に
お
い
て
、

外
交
史
料
館
と
日
南
市
役
所
の
小
村
寿
太
郎
侯
奉
賛
会
に
よ
る
連
携
展
示
「
小
村

寿
太
郎
と
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
」
を
開
催
し
た
。

「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
二
一
年
法
律
第
六
六
号
）
に
基
づ

く「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
、利
用
及
び
廃
棄
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平

成
二
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
で
は
、
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
促
進

の
手
段
と
し
て
「
展
示
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
等
の
取
組
を
通
じ
て
、
国
民

が
歴
史
公
文
書
等
に
触
れ
る
機
会
を
数
多
く
用
意
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
歴
史
公

文
書
等
へ
の
関
心
を
高
め
る
」
こ
と
を
重
視
し
、「
国
立
公
文
書
館
等
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
施
設
同
士
の
連
携
や
博
物
館
等
と
連
携
し
た
取
組
」
を
検
討
す
べ

き
と
し
て
い
る
。
外
交
史
料
館
で
は
上
記
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
こ

れ
ま
で
も
地
方
機
関
と
の
連
携
展
示
会
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
、
ま
た
二
〇
二
四
年
は
日
露
戦
争
開
戦
か
ら

一
二
〇
年
の
節
目
の
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
外
相
と
し
て
日
露
戦
争
を
外
交
面

で
支
え
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
の
講
和
会
議
に
赴
い
て
、
日
露
講
和
条
約
の
締
結
を
成

し
遂
げ
た
小
村
寿
太
郎
に
焦
点
を
絞
り
、
二
〇
二
三
年
一
一
月
、
小
村
の
郷
里
で

あ
る
宮
崎
県
を
担
当
官
が
往
訪
し
て
、
宮
崎
県
庁
、
宮
崎
県
文
書
セ
ン
タ
ー
、
小

村
記
念
館
な
ど
の
関
係
者
と
連
携
展
示
の
可
能
性
に
つ
き
意
見
交
換
し
た
。
そ
の

結
果
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
や
当
館
所
蔵
史
料
と
の
親
和
性
な
ど
か
ら
、
小
村
記
念
館

が
連
携
展
示
会
の
開
催
先
と
し
て
最
適
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に

日
南
市
役
所
お
よ
び
日
南
市
教
育
委
員
会
の
担
当
者
と
調
整
を
重
ね
た
結
果
、
日

南
市
飫
肥
に
お
い
て
大
規
模
な
文
化
・
芸
術
イ
ベ
ン
ト
が
予
定
さ
れ
る
一
一
月
に
、

小
村
記
念
館
を
開
催
場
所
と
し
て
連
携
展
示
会
を
開
催
す
る
運
び
と
な
っ
た
。

連
携
展
示

「
小
村
寿
太
郎
と
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
」（
外
交
史
料
館
・
小
村
寿
太
郎
侯
奉
賛
会
共
催
）に
つ
い
て
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本
展
示
会
は
タ
イ
ト
ル
を
「
小
村
寿
太
郎
と
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
」
と
し
、
展
示

史
料
は
「
日
露
講
和
条
約
」
の
調
印
書
、
ロ
シ
ア
側
批
准
書
、
日
露
戦
争
開
戦
時

に
ロ
シ
ア
へ
の
断
交
通
告
を
命
じ
た
小
村
外
相
の
栗
野
駐
露
公
使
宛
電
報
の
三
点

と
し
た
。
ま
た
当
館
が
所
蔵
す
る
ポ
ー
ツ
マ
ス
会
議
の
ア
ル
バ
ム
か
ら
作
成
し
た

一
〇
点
の
パ
ネ
ル
を
掲
示
し
、
会
議
の
雰
囲
気
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
な
構
成
と
し

た
。
当
館
の
連
携
展
示
と
し
て
は
、
九
州
で
は
鹿
児
島
県
に
続
い
て
二
度
目
と
な

り
、「
日
露
講
和
条
約
」
は
小
村
の
地
元
宮
崎
県
で
は
初
め
て
の
出
展
と
な
っ
た
。

ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
原
本
の
出
展
は
、
地
元
の
強
い
関
心
を
呼
び
、
宮
崎
日
日
新
聞

や
朝
日
新
聞
の
ロ
ー
カ
ル
面
で
関
連
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
ほ
か
、
Ｕ
Ｍ
Ｋ
宮
崎
テ

レ
ビ
で
も
一
一
月
五
日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
採
り
上
げ
ら
れ
、大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。

ま
た
会
期
中
の
一
一
月
二
三
日
に
は
、
小
村
記
念
館
の
大
会
議
室
に
お
い
て
本

展
示
会
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、「
外
交
史
料
に
み
る
小
村
寿
太
郎
―
外
交
活

動
と
そ
の
功
績
―
」
と
題
す
る
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。
冒
頭
で
高
橋
透
日
南
市

長
が
挨
拶
さ
れ
、
令
和
七
年
は
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
締
結
一
二
〇
年
、
小
村
侯
生
誕

一
七
〇
年
、
日
南
市
と
ポ
ー
ツ
マ
ス
市
と
の
姉
妹
都
市
締
結
四
〇
年
に
当
た
る
こ

と
か
ら
、
日
南
市
で
は
記
念
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
展

示
会
を
そ
の
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
と
位
置
づ
け
、
来
年
に
向
け
た
盛
り
上
が
り
の
き
っ

か
け
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
旨
と
、
貴
重
な
条
約
書
の
原
本
が
小
村
生
誕
地
の

飫
肥
で
出
展
さ
れ
た
こ
と
へ
の
喜
び
が
表
明
さ
れ
た
。
講
演
で
は
、
小
村
が
外
務

省
に
入
省
し
て
か
ら
病
没
す
る
ま
で
の
外
交
活
動
の
足
跡
を
辿
る
形
で
、
外
交
史

料
館
が
所
蔵
す
る
小
村
関
連
史
料
を
外
交
史
料
館
の
冨
塚
一
彦
外
交
公
文
書
編
纂

官
が
紹
介
し
た
。
一
四
〇
名
ほ
ど
の
参
加
者
か
ら
は
多
く
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、

地
元
宮
崎
の
小
村
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
小
村
へ
の
強
い
関
心
に
加
え
、
小
村
記
念
館
の
あ
る
日
南
市
飫
肥

が
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
日
本
の
市
町
村
が
条
例
な
ど
に
よ
り
決

定
し
た
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
う
ち
、
文
化
財
保
護
法
第
一
四
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
特
に
価
値
が
高
い
と
し
て
国
が
選
定
し
た
も
の
）
に
九
州
で
初
め

て
選
定
さ
れ
た
関
係
か
ら
、
本
展
示
会
の
会
期
中
に
「%

&/
,
&/
�8
&&,

」
と

称
す
る
、
各
種
文
化
イ
ベ
ン
ト
が
同
時
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
も
功
を
奏
し
、
一
一

月
二
日
か
ら
一
二
月
一
日
ま
で
の
会
期
三
〇
日
間
に
合
計
六
五
三
九
名
が
展
示
会

に
来
場
し
た
。

来
場
者
か
ら
は
「
原
本
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
び
っ
く
り
」、「
歴
史
の
教
科

書
に
載
っ
て
い
る
人
の
サ
イ
ン
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
感
動
し
た
」
な
ど
の
感

想
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
地
元
の
飫
肥
中
学
校
で
は
「
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
本
物

を
見
せ
た
い
」
と
の
学
校
側
の
意
向
で
、
授
業
時
の
見
学
会
が
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
地
方
都
市
に
お
け
る
原
本
展
示
に
は
大
き
な
反
響
が
あ
り
、
地
域

出
身
の
人
物
に
高
い
関
心
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
今
回
の
展
示
会
か
ら
も
顕
著
に

う
か
が
わ
れ
た
。

今
回
の
連
携
展
示
会
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
日
南
市
役
所
、
日
南
市
教
育
委

員
会
、
飫
肥
城
下
町
保
存
会
、
城
下
町
飫
肥
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
、
飫
肥
地
区

自
治
会
の
皆
様
か
ら
、
多
大
の
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
厚
く
感
謝
の
意
を

表
し
ま
す
。
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◎
展
示
史
料

小
村
寿
太
郎
外
務
大
臣
よ
り
栗
野
慎
一
郎
駐
露
公
使
宛
電
報
第
五
四
号

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
二
月
五
日

満
州
、
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
露
間
の
外
交
交
渉
は
合
意
に
至
ら
ず
、
日
本
は

一
九
〇
四
年
二
月
四
日
、
御
前
会
議
で
開
戦
を
決
定
し
た
。
小
村
外
相
は
こ
の
電

報
を
ロ
シ
ア
に
駐
在
す
る
栗
野
公
使
へ
送
り
、
ロ
シ
ア
の
ラ
ム
ス
ド
ル
フ
外
相
へ

公
式
な
文
書
を
提
出
し
て
、
交
渉
の
打
ち
切
り
と
国
交
断
絶
を
通
告
す
る
よ
う
命

じ
た
。こ
の
電
報
は
小
村
外
相
が
実
際
に
手
に
取
っ
て
内
容
を
確
認
し
た
も
の
で
、

発
電
を
許
可
し
た
直
筆
の
サ
イ
ン
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
政
府
へ
の
通
告
を
完
了
し
た

後
、公
使
館
員
は
直
ち
に
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
へ
引
き
揚
げ
る
よ
う
命
じ
て
お
り
、

小
村
外
相
の
用
意
周
到
な
措
置
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。

లࣔձͷ༷ࢠ

খଜͷαΠϯ
（Ֆԡ）
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日
露
講
和
条
約
【
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
】（
調
印
書
）

一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
九
月
五
日
調
印

旅
順
や
日
本
海
で
の
激
戦
を
経
て
、
日
露
両
国
は
ア
メ
リ
カ
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト

大
統
領
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
一
九
〇
五
年
八
月
一
〇

日
か
ら
講
和
交
渉
を
開
始
し
た
。
日
本
は
小
村
寿
太
郎
外
相
と
高
平
小
五
郎
駐
米

公
使
が
全
権
委
員
と
し
て
交
渉
に
臨
ん
だ
。
一
七
回
の
会
議
を
重
ね
、九
月
五
日
、

日
露
講
和
条
約
が
調
印
さ
れ
た
。
一
般
に
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
」
と
呼
ば
れ
る
。

条
約
の
末
尾
に
、
日
本
側
全
権
の
小
村
と
高
平
（
右
上
と
右
下
）、
ロ
シ
ア
側
全

権
の
ウ
イ
ッ
テ
と
ロ
ー
ゼ
ン
（
左
上
と
左
下
）
の
署
名
が
あ
る
。

こ
の
条
約
に
よ
っ
て
両
国
に
講
和
が
成
立
し
、
一
八
か
月
以
内
に
鉄
道
守
備
隊

を
除
く
両
国
の
全
軍
隊
は
満
州
か
ら
撤
退
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
ロ
シ
ア
は

韓
国
に
お
け
る
日
本
の
指
導
権
を
認
め
、
旅
順
・
大
連
の
租
借
権
、
長
春
以
南
の

鉄
道
と
そ
の
付
属
の
利
権
、
南
樺
太
を
日
本
に
譲
渡
し
た
。

খଜ֎૬ΑΓ܀ற࿐ެѼిใ

日࿐ߨ
αΠϯ෦
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日
露
講
和
条
約
【
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
】（
ロ
シ
ア
側
批
准
書
）

一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
一
月
二
五
日
批
准
書
交
換

批
准
書
の
交
換
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
ロ
シ
ア
側
批
准
書
に
は
ロ

マ
ノ
フ
王
朝
の
紋
章
で
あ
る
双
頭
の
鷲
の
図
柄
が
見
え
る
。

日࿐ߨ（ௐҹॻ）

日࿐ߨ（ϩγΞଆ൷।ॻ）
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小
村
寿
太
郎
（
一
八
五
五
～
一
九
一
一
）

小
村
寿
太
郎
は
一
八
五
五
年
、
飫
肥
に
生
ま
れ
る
。
一
五
歳
で
大
学
南
校
に
入

学
。
一
八
七
五
年
、
第
一
回
文
部
省
留
学
生
と
し
て
米
国
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
入

学
。
一
八
八
〇
年
、
帰
国
し
、
司
法
省
に
出
仕
。
一
八
八
四
年
、
外
務
省
へ
転
省
。

一
八
八
八
年
、
翻
訳
局
長
。

一
八
九
三
年
、
公
使
館
参
事
官
と
し
て
清
国
に
赴
任
。
日
清
戦
争
の
直
前
に
は
、

臨
時
代
理
公
使
と
し
て
清
国
政
府
と
の
交
渉
に
従
事
し
、
一
八
九
四
年
七
月
三
一

日
、
清
国
政
府
か
ら
の
国
交
断
絶
通
告
を
受
領
す
る
と
、
翌
八
月
一
日
、
直
ち
に

公
使
館
引
揚
げ
を
独
断
決
行
。
同
年
一
二
月
、
政
務
局
長
。

一
八
九
五
年
一
〇
月
、
乙
未
事
変
が
発
生
す
る
と
、
真
相
調
査
の
た
め
、
朝
鮮

へ
派
遣
さ
れ
、
事
後
処
理
に
努
め
た
。
一
八
九
六
年
二
月
、
ロ
シ
ア
が
朝
鮮
国
王

高
宗
ら
を
ロ
シ
ア
公
使
館
へ
引
き
入
れ
る
事
件
が
起
き
た
の
ち
、
小
村
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
協
定
を
結
ん
で
、
事
態
の
解
決
を
図
っ
た
。
同
年
六
月
、
外
務
次
官
に
就
任
。

一
八
九
八
年
九
月
か
ら
特
命
全
権
公
使
と
し
て
米
国
駐
在
、
一
九
〇
〇
年
二
月
か

ら
は
ロ
シ
ア
に
駐
在
。
一
九
〇
〇
年
一
二
月
か
ら
清
国
に
駐
在
し
、
北
清
事
変
の

講
和
会
議
全
権
と
し
て
一
九
〇
一
年
九
月
七
日
、
最
終
議
定
書
に
署
名
。

一
九
〇
一
年
九
月
、
第
一
次
桂
内
閣
の
外
相
に
就
任
。
同
年
一
二
月
、
意
見
書

を
も
っ
て
日
英
同
盟
の
交
渉
促
進
を
説
き
、
廟
議
の
決
定
を
得
て
、
翌
一
九
〇
二

年
一
月
、
同
盟
を
成
立
さ
せ
た
。
そ
の
後
の
満
州
、
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
露
間
の
外

交
交
渉
は
合
意
に
至
ら
ず
、
一
九
〇
四
年
二
月
、
対
露
開
戦
す
る
と
戦
争
を
外
交

面
で
支
え
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
一
九
〇
五
年
八
月
か
ら
始
ま
っ
た

講
和
交
渉
に
全
権
委
員
と
し
て
参
加
。
同
年
九
月
五
日
、
日
露
講
和
条
約
調
印
。

一
九
〇
六
年
六
月
か
ら
特
命
全
権
大
使
と
し
て
英
国
駐
在
。

一
九
〇
八
年
八
月
、
第
二
次
桂
内
閣
の
外
相
就
任
。
関
税
自
主
権
の
完
全
回
復

に
取
り
組
み
、
列
国
と
の
間
に
通
商
航
海
条
約
の
改
正
に
成
功
し
て
、
明
治
初
年

以
来
の
外
交
課
題
で
あ
っ
た
条
約
改
正
の
総
仕
上
げ
を
実
現
。
一
九
一
一
年
八
月
、

外
務
大
臣
を
辞
任
。
一
九
一
一
年
一
一
月
二
六
日
、
病
没
。
享
年
五
六
歳
。
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